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変更前 変更後 備  考 

（保安に関する職務） 

第５条   

保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子

炉主任技術者（以下「主任技術者」という。）を含む。）から適宜報告を求め，｢NM-51-11 トラブ

ル等の報告マニュアル｣に基づき，原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

（２）原子力品質監査部長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。また，

関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括

する（原子力品質監査部に限る。）。 

（３）福島第一品質監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，資材部，原子力・立地業務部，原子力品質・安全部，

原子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料サイクル部，福島第一安定化センター及び発電所

の行う保安活動を統括管理する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活

動並びに安全文化の醸成活動を統括する（原子力品質監査部を除く。）。 

（５）資材部は，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

（６）原子力・立地業務部は，管理責任者を補佐し，品質マネジメント推進及び要員の計画，管理，研

修に関する業務を行う。 

（７）原子力品質・安全部は，業務プロセスの改善・標準化及び安全管理に関する業務を行う。 

（８）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び保守に関する業務（原子力設備管理部所管業務を

除く。）を行う。 

（９）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業務を行う。 

（１０）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（１１）福島第一安定化センターは，福島第一原子力発電所の事故収束に向けた諸対策の計画・工事に

関する業務を行う。 

 

（省略） 

 

（保安に関する職務） 

第５条   

保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意

識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（原

子炉主任技術者（以下「主任技術者」という。）を含む。）から適宜報告を求め，｢NM-51-11 ト

ラブル等の報告マニュアル｣に基づき，原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

（２）原子力品質監査部長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。また，

関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括

する（原子力品質監査部に限る。）。 

（３）福島第一品質監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，資材部，原子力・立地業務部，原子力品質・安全

部，原子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料サイクル部，福島第一安定化センター及び

発電所の行う保安活動を統括管理する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させる

ための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する（原子力品質監査部を除く。）。 

（５）資材部は，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

（６）原子力・立地業務部は，管理責任者を補佐し，品質マネジメント推進及び要員の計画，管理，

研修に関する業務を行う。 

（７）原子力品質・安全部は，業務プロセスの改善・標準化及び安全管理に関する業務を行う。 

（８）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び保守に関する業務（原子力設備管理部所管業務

を除く。）を行う。 

（９）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業務を行う。 

（１０）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（１１）福島第一安定化センターは，福島第一原子力発電所におけるプラントの安定状態維持・継続，

放射線量低減・汚染拡大防止及び廃止措置に向けた諸対策の計画・工事に関する業務を行う。

 

（省略） 

 

 

 

・福島第一安定化センタ

ーの職務の見直しに伴

う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（保安に関する職務） 

第１２４条   

保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（主任

技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，原子

力安全を最優先し必要な指示を行う。 

（２）原子力品質監査部長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。また，

関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括

する（原子力品質監査部に限る。）。 

（３）福島第一品質監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，資材部，原子力・立地業務部，原子力品質・安全部，

原子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料サイクル部，福島第一安定化センター（以下「安

定化センター」という。）及び発電所の行う保安活動を統括管理する。また，関係法令及び保安

規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する（原子力品質監

査部を除く。）。 

（５）資材部は，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

（６）原子力・立地業務部は，管理責任者を補佐し，品質マネジメント推進及び要員の計画，管理，研

修に関する業務を行う。 

（７）原子力品質・安全部は，業務プロセスの改善・標準化及び安全管理に関する業務を行う。 

（８）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び保守に関する業務（原子力設備管理部所管業務を

除く。）を行う。 

（９）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業務を行う。 

（10）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

 

２．保安に関する職務のうち，安定化センター組織の職務は次のとおり。 

（１）福島第一安定化センター所長（以下，「安定化センター所長」という）は，原子力・立地本部長

を補佐し，発電所の事故収束に向けた諸対策の計画・工事・保安に関する業務を統括管理する。 

  

（省略） 

 

（保安に関する職務） 

第１２４条   

保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（主任

技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，原子

力安全を最優先し必要な指示を行う。 

（２）原子力品質監査部長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。また，

関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括す

る（原子力品質監査部に限る。）。 

（３）福島第一品質監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，資材部，原子力・立地業務部，原子力品質・安全部，

原子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料サイクル部，福島第一安定化センター（以下「安

定化センター」という。）及び発電所の行う保安活動を統括管理する。また，関係法令及び保安規

定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する（原子力品質監査

部を除く。）。 

（５）資材部は，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

（６）原子力・立地業務部は，管理責任者を補佐し，品質マネジメント推進及び要員の計画，管理，研

修に関する業務を行う。 

（７）原子力品質・安全部は，業務プロセスの改善・標準化及び安全管理に関する業務を行う。 

（８）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び保守に関する業務（原子力設備管理部所管業務を

除く。）を行う。 

（９）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業務を行う。 

（10）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

 

２．保安に関する職務のうち，安定化センター組織の職務は次のとおり。 

（１）福島第一安定化センター所長（以下，「安定化センター所長」という）は，原子力・立地本部長を

補佐し，発電所におけるプラントの安定状態維持・継続，放射線量低減・汚染拡大防止及び廃止措

置に向けた諸対策の計画・工事・保安に関する業務を統括管理する。 

  

（省略） 

 

・福島第一安定化セン

ターの職務の見直し

に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（未臨界監視） 

第１４３条 

原子炉の未臨界を維持するにあたって，未臨界判断基準は，表１４３－１で定める事項を運転上の

制限とする。なお，本条文は１号炉，２号炉及び３号炉のみ適用される。 

 

 

 

 

２．未臨界判断基準が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，「FS-57・CP-001

原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，次の（１）及び（２）

を実施する。また，２号炉においては，これに加え，（３）を実施する。 

（１）当直長は，原子炉圧力容器底部の温度上昇率※１を，１時間に１回確認し，その結果を原子炉安

全評価ＧＭに通知する。 

（２）放射線安全ＧＭは，モニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストの空間線量率※１を１時

間に１回確認し，その結果を原子炉安全評価ＧＭに通知する。 

（３）作業放射線管理ＧＭは，原子炉格納容器ガス管理設備におけるガスサンプリング放射能分析に

より短半減期核種の放射能濃度※１を１週間に１回確認し，その結果を原子炉安全評価ＧＭに通

知する。  

 

 

（未臨界監視） 

第１４３条 

  原子炉の未臨界を維持するにあたって，１号炉の原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能

濃度及び原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器，２号炉の原子炉格納容器内ガスの短半減期

核種の放射能濃度，原子炉圧力容器底部の温度上昇率，モニタリングポスト及び可搬型モニタリン

グポストの空間線量率，３号炉の原子炉圧力容器底部の温度上昇率，モニタリングポスト及び可搬

型モニタリングポストの空間線量率は，表１４３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．１号炉の原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度及び原子炉格納容器ガス管理設備の

放射線検出器，２号炉の原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度，原子炉圧力容器底部

の温度上昇率，モニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストの空間線量率，３号炉の原子炉

圧力容器底部の温度上昇率，モニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストの空間線量率が前

項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料

プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」（本条文においては，以下「当該マニュアル」とい

う。）に基づき，１号炉においては次の（１）及び（２）を実施し，２号炉においては次の（３），（４），

（５）及び（６）を実施し，３号炉においては次の（３）,（４）及び（６）を実施する。 

（１）当直長は，１号炉の原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度を，１時間に１回確

認する。 

（２）当直長は，１号炉の原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が動作不能でないことを（１）

の指示により１時間に１回確認する。 

（３）当直長は，定められた計器の指示値における原子炉圧力容器底部の温度※１を，１時間に１回

記録し，記録から求めた温度上昇率が表１４３－２の制限値を超えた場合には，速やかにその

結果を原子炉安全評価ＧＭに通知する。 

（４）放射線安全ＧＭは，モニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストの空間線量率※１を１

時間に１回記録し，空間線量率が表１４３－２の制限値を超えた場合には，速やかにその結果

を原子炉安全評価ＧＭに通知する。 

（５）作業放射線管理ＧＭは，２号炉の原子炉格納容器ガス管理設備で採取した原子炉格納容器内

ガスの放射能分析により短半減期核種の放射能濃度を１週間に１回記録し，その結果を原子炉

安全評価ＧＭに通知する。  

（６）原子炉安全評価ＧＭは，（３），（４）又は（５）の通知を受けた場合，その結果を評価し，運

転上の制限を満足していることを確認※２する。 

 

 

・１号炉原子炉格納容

器ガス管理設備設置に

よる連続監視開始に伴

う変更 
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変更前 変更後 備  考 

３．原子炉安全評価ＧＭは，未臨界判断基準が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基

づき，表１４３－３の措置を講じる。 

 

 ※１：故障等により測定不能となった場合は除く。ただし，この場合においては，速やかに修理又は

代用品を補充する措置あるいは代替手段で監視する措置を開始すること。 

 

 表１４３－１ 

 １．１号炉及び３号炉 

項  目 運転上の制限※２ 

未臨界判断基準 

（１） 原子炉圧力容器底部の温度上昇率が表１４３－２で定

める制限値以下であること 

又は 

（２） 空間線量率が表１４３－２で定める制限値以下である

こと 

 

２．２号炉 

項  目 運転上の制限※２ 

未臨界判断基準 

（１） 原子炉圧力容器底部の温度上昇率が表１４３－２で定

める制限値以下であること及び短半減期核種の放射能

濃度が表１４３－２で定める制限値以下であること 

又は 

（２） 空間線量率が表１４３－２で定める制限値以下である

こと及び短半減期核種の放射能濃度が表１４３－２で

定める制限値以下であること 

※２：次のいずれかの条件に該当し，再臨界に至らないと判断できる場合を除く。 

   ①プラント操作又は原子炉注水系からの漏えい等に伴う原子炉圧力容器底部温度の上昇 

②天候等に伴う空間線量率の上昇 

 

３．当直長は，原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度（１号炉のみ）が第１項で定める運

転上の制限を満足していないと判断した場合，循環注水冷却ＧＭに報告し，循環注水冷却ＧＭは当

該マニュアルに基づき，表１４３－３の措置を講じる。また，当直長は，原子炉格納容器ガス管理

設備の放射線検出器が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，当該マニュ

アルに基づき，表１４３－３の措置を講じる。 

原子炉安全評価ＧＭは，原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度（２号炉のみ），原

子炉圧力容器底部の温度上昇率，モニタリングポスト又は可搬型モニタリングポストの空間線量率

が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，循環注水冷却ＧＭに報告し，循

環注水冷却ＧＭは当該マニュアルに基づき，表１４３－３の措置を講じる。 

 

 ※１：故障等により測定不能となった場合は除く。ただし，この場合においては，速やかに修理又は

代用品を補充する措置あるいは代替手段で監視する措置を開始すること。 

※２：次のいずれかの条件に該当し，再臨界に至っていないと判断できる場合を除く。 

①原子炉注水系の注水量の減少等に伴う原子炉圧力容器底部温度の上昇 

②天候等に伴う空間線量率の上昇 

 

 表１４３－１ 

 １．１号炉 

項  目 運転上の制限 

短半減期核種の放射能濃度 表１４３－２で定める制限値以下であること 

原子炉格納容器ガス管理設備

の放射線検出器 

１チャンネルが動作可能であること 

 

 ２．２号炉 

項  目 運転上の制限 

短半減期核種の放射能濃度 表１４３－２で定める制限値以下であること 

原子炉圧力容器底部 

の温度上昇率 

評価した温度上昇率が表１４３－２で定める制限値

以下であること 

モニタリングポスト及び 

可搬型モニタリングポスト 

の空間線量率 

評価した空間線量率が表１４３－２で定める制限値

以下であること 

 

 

・１号炉原子炉格納容

器ガス管理設備設置に

よる連続監視開始に伴

う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１４３－２ 

１．１号炉 

項  目 制限値 

温度上昇率 1.2℃/h 以下及び 7.7℃/d 以下 

空間線量率 （バックグランド※３＋2μSv/h）以下※４ 

 

２．２号炉 

項  目 制限値 

温度上昇率 3.6℃/h 以下及び 14.0℃/d 以下 

空間線量率 （バックグランド※３＋2μSv/h）以下※４ 

短半減期核種 Xe135 1Bq/cc 以下 

 

３．３号炉 

項  目 制限値 

温度上昇率 3.6℃/h 以下及び 15.2℃/d 以下 

空間線量率 （バックグランド※３＋2μSv/h）以下※４ 

  ※３：雨天等の降下を除いた至近の空間線量率をバックグランドとする。 

  ※４：事務本館南側の当該可搬型モニタリングポストは，周囲の線量が高いため，未臨界判断基準

として，（バックグランド＋5μSv/h）以下とする。 

 

 

３．３号炉 

項  目 運転上の制限 

原子炉圧力容器底部 

の温度上昇率 

評価した温度上昇率が表１４３－２で定める制限値

以下であること 

モニタリングポスト及び 

可搬型モニタリングポスト 

の空間線量率 

評価した空間線量率が表１４３－２で定める制限値

以下であること 

 

表１４３－２ 

１．１号炉 

項  目 制限値 

短半減期核種の放射能濃度 Xe135 1Bq/cc 以下 

 

２．２号炉 

項  目 制限値 

短半減期核種の放射能濃度 Xe135 1Bq/cc 以下 

原子炉圧力容器底部 

の温度上昇率 

3.6℃/h 以下及び 14.0℃/d 以下 

モニタリングポスト 

の空間線量率 

（バックグランド※３＋2μSv/h）以下 

可搬型モニタリングポスト 

の空間線量率 

（バックグランド※３＋2μSv/h）以下※４ 

 

３．３号炉 

項  目 制限値 

原子炉圧力容器底部 

の温度上昇率 

3.6℃/h 以下及び 15.2℃/d 以下 

モニタリングポスト 

の空間線量率 

（バックグランド※３＋2μSv/h）以下 

可搬型モニタリングポスト 

の空間線量率 

（バックグランド※３＋2μSv/h）以下※４ 

   

※３：雨天等の降下を除いた至近の空間線量率をバックグランドとする。 

  ※４：事務本館南側の当該可搬型モニタリングポストは，周囲の線量が高いため，未臨界判断基準

として，（バックグランド＋5μSv/h）以下とする。 

 

・１号炉原子炉格納容

器ガス管理設備設置に

よる連続監視開始に伴

う変更 
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変更前 変更後 備  考 

表１４３－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ． 運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合 

Ａ１.未臨界とする措置を開始する。 速やかに 

 

 

 

表１４３－３ 

１．１号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．短半減期核種の放射

能濃度が運転上の制限

を満足していないと判

断した場合 

Ａ１.未臨界とする措置を開始する。 速やかに 

Ｂ．動作可能である原子

炉格納容器ガス管理設

備の放射線検出器が１

チャンネルもない場合

Ｂ１．原子炉圧力容器底部の温度上昇率，

モニタリングポスト及び可搬型モニ

タリングポストの空間線量率を記録

し，その結果を，当該マニュアルに基

づき，原子炉安全評価ＧＭに通知す

る。 

及び 

Ｂ２．原子炉格納容器ガス管理設備の放射

線検出器を動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

速やかに 

その後 

１時間に１回 

 

 

 

 

速やかに 

 

Ｃ．条件Ｂで要求される

措置を実施中に，未臨

界であることが確認で

きない場合 

Ｃ１.未臨界とする措置を開始する。 速やかに 

 

２．２号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足

していないと判断した

場合 

Ａ１.未臨界とする措置を開始する。 速やかに 

 

３．３号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足

していないと判断した

場合 

Ａ１.未臨界とする措置を開始する。 速やかに 

 

 

・１号炉原子炉格納容

器ガス管理設備設置に

よる連続監視開始に伴

う変更 

 

 



福島第一原子力発電所原子炉施設保安規定 比較表 

7/9 

変更前 変更後 備  考 

第５節 記録及び報告 

 

（記録） 

第１５０条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，表１５０－１に定める保安に関する記録を適正に作成し，

保存する。 

 

表１５０－１ 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 

関連マニュ

アル 

１．原子炉注水流量※２ 毎日１回 １０年間 ※９ 
２．原子炉圧力容器底部温度※２ １時間ごと １０年間 ※９ 
３．格納容器内温度※２ 毎日 1回 １０年間 ※９ 
４．使用済燃料プール水温 毎日 1回 １０年間 ※９ 
５．モニタリングポスト等の空間線

量率 

１時間ごと １０年間 ※５ 

６．短半減期核種の放射能濃度※３ 測定の都度 １０年間 ※５ 
７．窒素封入量※２ 毎日１回 １０年間 ※５ 
８．滞留水水位 毎日１回 １０年間 ※６ 
９．サブドレン水の水位及び放射能

濃度 

測定の都度 １０年間 ※６ 

１０. 本章で定める各施設及び設

備の巡視又は点検の状況並びに

その担当者の氏名 

巡視又は点

検の都度 

巡視又は点検を実施し

た施設又は設備を廃棄

した後５年が経過する

までの期間 

※５，※６，

※９ 

１１．点検・補修等の結果及びその

担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施し

た施設又は設備を廃棄

した後５年が経過する

までの期間 

※５，※６，

※７ 

１２．運転責任者の氏名及び運転員

の氏名並びに，これらの者の交

代の日時及び交代時の引継事項 

交代の都度 １年間 ※８ 

１３．原子炉に使用している処理水

の純度 

測定の都度 １年間 ※５ 

１４．運転上の制限に関する警報装

置から発せられた警報の内容 

その都度 １年間 ※６，※８ 

１５．事故発生及び復旧の日時 その都度 ※４ ※１０ 
 

第５節 記録及び報告 

 

（記録） 

第１５０条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，表１５０－１に定める保安に関する記録を適正に作成し，

保存する。 

 

表１５０－１ 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 

関連マニュ

アル 

１．原子炉注水流量※２ 毎日１回 １０年間 ※９ 
２．原子炉圧力容器底部温度※２ １時間ごと １０年間 ※９ 
３．格納容器内温度※２ 毎日 1回 １０年間 ※９ 
４．使用済燃料プール水温 毎日 1回 １０年間 ※９ 
５．モニタリングポスト等の空間線

量率 

１時間ごと １０年間 ※５ 

６．短半減期核種の放射能濃度※３ 測定の都度 １０年間 ※５，※９ 
７．窒素封入量※２ 毎日１回 １０年間 ※５ 
８．滞留水水位 毎日１回 １０年間 ※６ 
９．サブドレン水の水位及び放射能

濃度 

測定の都度 １０年間 ※６ 

１０. 本章で定める各施設及び設

備の巡視又は点検の状況並びに

その担当者の氏名 

巡視又は点

検の都度 

巡視又は点検を実施し

た施設又は設備を廃棄

した後５年が経過する

までの期間 

※５，※６，

※９ 

１１．点検・補修等の結果及びその

担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施し

た施設又は設備を廃棄

した後５年が経過する

までの期間 

※５，※６，

※７ 

１２．運転責任者の氏名及び運転員

の氏名並びに，これらの者の交

代の日時及び交代時の引継事項

交代の都度 １年間 ※８ 

１３．原子炉に使用している処理水

の純度 

測定の都度 １年間 ※５ 

１４．運転上の制限に関する警報装

置から発せられた警報の内容 

その都度 １年間 ※６，※８ 

１５．事故発生及び復旧の日時 その都度 ※４ ※１０ 
 

・１号炉原子炉格納容

器ガス管理設備設置に

よる連続監視開始に伴

う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 

関連マニュ

アル 

１６．事故の状況及び事故に際して

採った処置 
同上 ※４ ※１０ 

１７．事故の原因 同上 ※４ ※１０ 

１８．事故後の処置 同上 ※４ ※１０ 

※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障又は消耗品の取替により

記録不能な期間を除く。 

※２：４号炉を除く。 

※３：２号炉のみ。 

※４：廃止措置が終了し，その結果が経済産業省令で定める基準に適合していることについて，経済産

業大臣の確認を受けるまでの期間 

※５：FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル 

※６：FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル 

※７：FS-57・PI-001 電気設備の保守管理マニュアル 

※８：NM-51-4 運転員の引継マニュアル 

※９：NM-51-6 状態管理マニュアル 

※１０：NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル 

 

 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 

関連マニュ

アル 

１６．事故の状況及び事故に際して

採った処置 
同上 ※４ ※１０ 

１７．事故の原因 同上 ※４ ※１０ 

１８．事故後の処置 同上 ※４ ※１０ 

※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障又は消耗品の取替により

記録不能な期間を除く。 

※２：４号炉を除く。 

※３：１号炉及び２号炉のみ。 

※４：廃止措置が終了し，その結果が経済産業省令で定める基準に適合していることについて，経済産

業大臣の確認を受けるまでの期間 

※５：FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル 

※６：FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル 

※７：FS-57・PI-001 電気設備の保守管理マニュアル 

※８：NM-51-4 運転員の引継マニュアル 

※９：NM-51-6 状態管理マニュアル 

※１０：NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル 

 

・１号炉原子炉格納容器

ガス管理設備設置による

連続監視開始に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

附  則 

 

附則（平成２３年１２月１６日 平成 23･12･13 原第 15 号） 

（施行期日） 

 第１条 

この規定は，平成２３年１２月１９日から施行する。 

 

（省略） 

 

 

附  則 

 

附則（平成  年  月  日 平成 ･ ･ 原第 号） 

（施行期日） 

 第１条 

この規定は，経済産業大臣の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

 

（省略） 

 

 

・１号炉原子炉格納容

器ガス管理設備設置に

よる連続監視開始に伴

う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 


